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バターバー（西洋フキ）の取扱いについて

今般、英国医薬品庁が、バターバー（西洋フキ）について、肝毒性と関連する疑

いがあることを踏まえ、自主回収等の措置を講じていることから、平成24年２月８

日付けでバターバー又はバターバーを含む食品の摂取を控えるよう注意喚起すると

（ ）。ともに事業者に対し当面販売を中止するよう指導を行ったところです 別添参照

ついては、バターバー又はバターバーを含有する食品の輸入届出がなされた場合

は、輸入者等関係事業者に対しその輸入を控えるよう指導をお願いします。

＜参考＞

【バターバー（西洋フキ 】）

【英名】 【学名】 【分類】キク科フキ属Butterbur Petasites hybridus

Petasitesヨーロッパ、北及び西アジアが原産で、我が国に自生しているフキ(

)とは、同属別種。japonicus






